
    

第２回北海道地域農業特定技能協議会運営委員会 

議事次第 

 

 

日時：令和５年７月２８日（金）14:00～15:00 

場所：北海道農政部農業経営局会議室（道庁７階） 

 

 

開 会 

 

１ 特定技能制度の現状等について 

２ その他 

 

 

閉 会 

 

 

 

 



第２回「北海道地域農業特定技能協議会運営委員会」 

出席者名簿 
 

（順不同・敬称略） 

 

【制度所管省庁】 

札幌出入国在留管理局 審査部門 統括審査官          佐藤 喜浩 

 

北海道警察本部 刑事部 組織犯罪対策局 組織犯罪対策課 国際捜査指導係長  馬渕 貴臣 

 

北海道労働局 職業安定部 職業対策課 課長          三上 元彦 

北海道労働局 職業安定部 職業対策課 外国人雇用対策担当官  鎌田 博子 

 

【事業所管省庁】 

農林水産省 経営局  就農・女性課 経営専門職         安宮 諒 

 

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 課長         佐々木 秀弥 

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 課長補佐       加藤 宏尚 

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 主査         片山 誠 

 

【特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者】 

北海道農業法人協会 事務局長                 鍜冶 瑠美子 

 

北海道農業協同組合中央会 ＪＡ総合支援部 営農支援担当課長  鈴木 昭寿 

北海道農業協同組合中央会 ＪＡ総合支援部 主幹        松島 健 

 

一般社団法人 北海道農業会議 農政・業務担当 主幹      水尻 恵太 

 

 (オブザーバー) 

北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 係長     猪股 路子 

北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 係員     河関 蔵歩 

 

 

 



安宮諒(YASUMIYARyou)
線







安宮諒(YASUMIYARyou)
線





















技能実習制度・特定技能制度の検討条項
○技能実習制度
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）附則

（検討）
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
（施行日：平成２９年（２０１７年）１１月１日）

○特定技能制度
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律（平成３０年法律第１０２号） 附則

（検討）
第十八条
２ 政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り
方（地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方
及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。）について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関
係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（施行日：平成３１年（２０１９年） ４月１日）

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催について

上記２つの法律の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められていることから、外国人材の受入れ・共生に関す

る関係閣僚会議の下、両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、同関係閣僚

会議に対して意見を述べることを目的として、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を開催する。

有識者会議の開催

資料１

安宮諒(YASUMIYARyou)
タイプライターテキスト
第１回有識者会議（R4.12.14）資料（抜粋）

安宮諒(YASUMIYARyou)
テキストボックス
資料２



技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催について 

 

令 和 ４ 年 1 1 月 2 2 日  

外国人材の受入れ・共生に関する 

関 係 閣 僚 会 議 決 定  

 

１ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成

28 年法律第 89 号）及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部

を改正する法律（平成 30 年法律第 102 号）の附則に基づき、技能実習制度

及び特定技能制度の検討が求められていることから、外国人材の受入れ・共

生に関する関係閣僚会議（以下「関係閣僚会議」という。）の下、両制度の

施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策

を検討し、関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、技能実習

制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（以下「有識者会議」と

いう。）を開催する。 

２ 有識者会議の構成員については、関係閣僚会議議長が決定する。 

３ 有識者会議に座長及び座長代理を置き、関係閣僚会議議長の指名する者が

これに当たる。 

４ 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

５ 有識者会議の庶務は、内閣官房及び法務省において処理する。 

６ 前各号に掲げるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な

事項は、座長が定める。 



技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の座長、座長代理及び構成員について 

 

 

令 和 ４ 年 1 1 月 2 2 日 

外国人材の受入れ・共生に関する 

関 係 閣 僚 会 議 議 長 決 定 

 

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催に

ついて（令和４年 11 月 22 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚

会議決定）第２項及び第３項の規定に基づき、技能実習制度及び特定技能

制度の在り方に関する有識者会議の座長、座長代理及び構成員について

は、別紙のとおりとする。 

 

 

 

  



（別紙） 

 

 

 

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 

 

 

 

    

＜座長、座長代理及び構成員＞ 

座 長 田中  明彦 独立行政法人国際協力機構理事長 

座長代理 高橋  進 株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス 

 市川 正司 弁護士 

 大下 英和 日本商工会議所産業政策第二部長 

 黒谷  伸 一般社団法人全国農業会議所経営・人材対策部長 

 是川  夕 国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長 

 佐久間 一浩 全国中小企業団体中央会事務局次長 

 末松 則子 鈴鹿市長 

 鈴木 直道 北海道知事 

 武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授 

 冨田 さとこ 日本司法支援センター本部国際室長／弁護士 

 冨高 裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 

 樋口 建史 元警視総監 

 堀内 保潔 一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部長 

 山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

（座長及び座長代理以外 50 音順） 



技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催スケジュール

令和４年

１１月２２日

関

係

閣

僚

会

議

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議

１１月～
有識者会議を随時実施

開催の決定

有識者会議からの意見
等を踏まえ、両制度の在
り方等を関係省庁で協議

関

係

閣

僚

会

議

秋頃
令和５年

春頃

関

係

閣

僚

会

議

中間報告書の提出

有識者会議を随時実施

最終報告書の提出



• 監理団体や登録支援機関が担っている機能は重要。他方、人権侵害等を防
止・是正できない監理団体や外国人に対する支援を適切に行えない登録支
援機関を厳しく適正化・排除する必要

• 監理団体や登録支援機関の要件の厳格化等により、監理・支援能力の向上
を図る(機能や要件は優良団体へのインセンティブも含め、引き続き議論)

• 外国人技能実習機構の体制を整備した上で管理・支援能力の向上を図る
• 悪質な送出機関の排除等に向けた実効的な二国間取決めなどの取組を強化

中間報告書（概要）（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議）

新たな制度

我が国の人手不足が深刻化する中、外国人が日本の経済社会の担い手となっている現状を踏まえ、外国人との共生社会の実現が社会のあるべき姿であることを
念頭に置き、その人権に配慮しつつ、我が国の産業及び経済並びに地域社会を共に支える一員として外国人の適正な受入れを図ることにより、日本で働く外国
人が能力を最大限に発揮できる多様性に富んだ活力ある社会を実現するとともに、我が国の深刻な人手不足の緩和にも寄与するものとする必要がある。このよ
うな観点から、技能実習制度と特定技能制度が直面する様々な課題を解決した上で、国際的にも理解が得られる制度を目指す。

検討の視点

検討の基本的な考え方

制度目的と実態を踏まえた
制度の在り方

人材育成を通じた国際貢献

原則不可

• 監理団体、登録支援機関、技
能実習機構の指導監督や支援
の体制面で不十分な面がある

• 悪質な送出機関が存在

本人の能力や教育水準の定めなし

職種が特定技能の分野と不一致

• 現行の技能実習制度は廃止して人材確保と人材育成（未熟練労働者を一定
の専門性や技能を有するレベルまで育成）を目的とする新たな制度の創設
（実態に即した制度への抜本的な見直し）を検討

• 特定技能制度は制度の適正化を図り、引き続き活用する方向で検討し、新
たな制度との関係性、指導監督体制や支援体制の整備などを引き続き議論

受入れ見込数の設定のプロセスが
不透明

人材育成に由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置付け
ることから、制度趣旨と外国人の保護の観点から、従来より緩和する（転籍
制限の在り方は引き続き議論）

一定水準の日本語能力を確保できるよう就労開始前の日本語能力の担保方策
及び来日後において日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける

• 新たな制度と特定技能制度の対象職種や分野を一致させる方向で検討（主
たる技能の育成・評価を行う。技能評価の在り方等は引き続き議論）

• 現行の両制度の全ての職種や分野等並びに特定技能２号の対象分野の追加
及びその設定の在り方について、必要性等を前提に検討

論 点

外国人が成長しつつ、中長期的に活躍
できる制度（キャリアパス）の構築

受入れ見込数の設定等の在り方

転籍の在り方（技能実習）

管理監督や支援体制の在り方

外国人の日本語能力の
向上に向けた取組

現 状

業所管省庁における取組状況の確認や受入れ見込数の設定、対象分野の設定
等は、様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ判断がされる仕組みと
する等の措置を講じることでプロセスの透明化を図る

中間報告書で示した検討の方向性に沿って具体的な制度設計について議論を行った上、令和５年秋を目途に最終報告書を取りまとめる。

今後の進め方

令和５年５月１１日

安宮諒(YASUMIYARyou)
タイプライターテキスト
中間報告書（R5.5.11）資料



○ 米国は、人身取引を「現代の奴隷制」と捉え、国内外の施策を

強く推進。国務省の「人身取引監視対策部」が、米国国内法

に基づき、2001年から毎年、各国・地域政府の１年間の人身

取引対策を４段階で評価する報告書を作成・公表。

○ 本報告書は、米国からの質問票に対する各国政府の回答及

びNGO等からの情報をもとに、訴追・保護・予防の３分野にお

ける取組状況を評価。

○ 我が国は、2017年の人身取引議定書の締結等をもって、2018

年に初めて「TIER 1」にランク付けされ、2019年も同ランクを維

持したが、2020年及び2021年は「TIER 2」となり、2022年も

「TIER 2」が維持された。

【注】 我が国のランクは2001年以降、2004年（「TIER 2 監視リスト」）、2018

年及び2019年（「TIER 1」）を除いて、「TIER 2」。

①性的及び労働搾取目的の人身取引事犯を積極的に捜査、起訴し、人身取引事犯に重い刑を科すことによってその責任を問うべき。

②外国人労働者の人身取引被害者が認知され、保護支援を受けられるよう関係省庁間で手続を策定し、体系化し、実施すべき。

③第三者を介さず商業的な性的搾取の対象となった児童並びに技能実習及び特定技能の外国人労働者を人身取引被害者として認知し、

支援サービスを提供し、人身取引事犯によって強制された違法行為を理由として拘束又は強制送還されないよう審査を強化すべき。

④男性が被害者である人身取引事犯を認知する取組を強化すべき。

⑤専用シェルターの設置など、人身取引被害者に特化した保護及び支援のための予算を増大し、外国人や男性も利用可能にすべき。

⑥技能実習制度下での人身取引被害者の認知のための技能実習法における監督・執行措置の実施を強化すべき。

⑦あらゆる外国人労働者の雇用先の変更及び異業種への転職を可能とする正式なルートを設定すべき。

⑧人身取引事犯の刑罰を長期４年以上の自由刑に引き上げ、法定刑から罰金刑を除くように人身取引関連法を改正すべき。

⑨雇用主に対して外国人労働者の旅券や私的文書の留め置きを禁ずる法律を制定すべき。

⑩外国人労働者に課される雇用あっせん・サービス手数料を廃止し、借金による抑圧や強制行為への脆弱性を減ずるべき。

⑪労働搾取につながる懲罰的な契約、旅券の留め置きやその他の行為の取締りを強化すべき。

⑫児童買春旅行に参加した日本国民に対する捜査、訴追、有罪判決の獲得及び処罰を積極的に行うべき。

TIER 
1

米、英、仏、加、独、
豪、台、フィリピン、
シンガポール等

30か国・地域

TIER 2

TIER 2
監視リスト

TIER 3

インドネシア、
香港、

南アフリカ等

34か国・地域

露、中、北朝鮮、
ベトナム、ミャンマー、
ベラルーシ、キューバ、
アフガニスタン等
22か国・地域

日、伊、韓、印、
タイ、ＮＺ、スイス、

ブラジル、メキシコ、
ポーランド、
ウクライナ等
99か国・地域

米国の日本に対する主な勧告 （2022年報告書）

米国務省人身取引報告書
米国務省人身取引報告書における
各国・地域のランク付け状況（2022年）

高評価

低評価

安宮諒(YASUMIYARyou)
タイプライターテキスト
第１回有識者会議（R4.12.14）資料（抜粋）

安宮諒(YASUMIYARyou)
ハイライト表示



技能実習制度に関連する指摘・勧告（2022年米国務省報告書より）

（１）4人の技能実習生を人身取引被害者として正式に認知したが、技能実習制度における労働搾取の人身取引被害が引き続き起きてお
り、認知・保護が不十分。

（２）技能実習制度の雇用主は、技能実習制度の本来の目的に反して、多くの技能実習生を技能の教授や育成が実施されない仕事に従
事させている。

（３）送出国と日本との間で過剰な金銭徴収の慣行を抑制することを目的とした二国間合意があるにもかかわらず、過大な労働者負担金、
保証金や不明瞭な「手数料」を母国の送出機関に支払っている。

（４）移動・通信の制限、パスポート等の取上げ、強制送還や家族に危害を及ぼすといった脅迫、身体的暴力、劣悪な生活環境、賃金差
押え等の人権侵害が起きている。

（５）技能実習の仕事を辞めた実習生は、在留資格を喪失し、労働搾取目的や性的搾取目的の人身取引の被害者になる者もいる。技能
実習生に「処罰合意」への署名を義務付け、労働契約を履行できない場合、何千ドルもの違約金を科す送り出し機関もあった。

（６）劣悪な労働環境から逃れてきた技能実習生を、当局が逮捕したり、強制送還することがある。契約終了前に出国する多くの技能実
習生に対して出入国在留管理庁が面接審査を行っているが、労働搾取目的の人身取引被害者として認知していない。

（７）技能実習制度の下で労働搾取目的の人身取引の兆候が広くみられたにもかかわらず、加害者に刑事責任を負わせたという報告は
ない。また、労働基準法違反で加害者に有罪判決が下されたケースにおいても罰金刑に留まるなど、犯罪の重さに比して刑罰が不十分。

※指摘事項は、主に技能実習制度についてのものであるが、特定技能については、「元技能実習生を含む、特定技能の在留資格を有する外国人労
働者の一部は、人身取引の危険性にさらされている可能性がある」との言及もあった。

（１）労働搾取目的による人身取引被害者の認知の向上及び被害者が適切な支援サービスを受けられるようにするための関係府省庁の
標準的な手順を策定すること。

（２）技能実習法の監督・執行措置を強化する。その具体的な対策として、外国人技能実習機構や出入国在留管理庁職員に対する被害
者認知の研修実施、技能実習計画を認定する前の全ての契約の審査、雇用主に対する検査強化、外国人技能実習機構とNGOとの連携
を強化する等。

（３）過大な保証金、募集・雇用斡旋のための費用や手数料等の廃止のための関連政策の改定。

（４）全ての外国人労働者が雇用主・業種間の変更を含む転職を可能とする。

（５）外国人労働者の旅券や身分証明書等の書類の取上げを禁ずる法律を制定、取締りを強化する。

（注：米国は、技能実習法における罰則規定の存在自体は認識しているところ、その取締りの強化及び罰則規定の執行と、技能実習生
以外の外国人労働者の旅券等の留め置きについても刑事罰をもって禁止することを求めている。）

（６）人身取引事犯によって強制された違法行為を理由として拘束又は強制送還されないよう審査（スクリーニング）を強化する。

（７）労働搾取目的の人身取引事犯を積極的に捜査、起訴し、重い刑を科して刑事責任を問う。

１．指摘事項

２．勧告

安宮諒(YASUMIYARyou)
ハイライト表示




